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施  政  方  針 

１ はじめに 

令和８年第２回志布志市議会定例会の開会に当たりまして、

市政運営についての基本的な考え方を明らかにしますとともに、

令和８年度における主要施策及び予算の概要について御説明申

し上げます。 

本年の３月議会定例会におきまして、所信を申し述べさせ

ていただきました。私の３期目の市政運営の基本方針として、

誰ひとり取り残さない市民が主役のまちづくりを原点にしなが

ら、「くらしを守る、未来を育てる」「港が動く、人が動く、志

布志市が動く」の２つをキーワードに、暮らしと経済の両面で

本市の持続可能な発展に向けて取り組むため、具体的に11本の

政策の柱により取り組んでいくこととしました。 

この11本の政策の柱の実現に向けて、すぐに取り組める施

策につきましては、今回の６月議会定例会において補正予算案

として御提案しております。今後の実施に向けて調査・検討を

要する施策、市民や事業者の皆様の御協力を必要とする施策、
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実現までに多くの調整を要する施策など課題はあるところでご

ざいますが、それぞれの施策がスピード感を持って円滑に実施

されるよう庁内横断的に連携し、情報の分析と共有に努め、全

課で総合的かつ計画的に取り組んでまいります。 

また、本市の将来都市像である「未来へ躍動する創造都市 

志布志」の実現に向けて策定した、本市の最上位の計画である

第２次総合振興計画については、本年度で終期を迎えます。将

来都市像を達成するための具体的な施策を体系化した後期基本

計画の推進について、全庁を挙げてラストスパートをかけてま

いります。 

物価高が継続し、人口減少による人手不足、気候変動、多

文化共生社会の構築など様々な市政の課題が増えていく中にお

いても、市民や市内の事業者の皆様、その一人一人が将来にわ

たって幸せを実感できるまち、多くの方が志布志市に誇りと愛

着を持ち、「行ってみたいまち・住んでみたいまち・住んでよ

かったまち」と思える、魅力的で持続可能なまちを目指し、全

力で市政運営に取り組んでまいります｡ 
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２ 市政運営の基本方針 

令和８年２月末に始まったイラン情勢の悪化により、原油

価格の上昇や安定供給確保への不安が生じております。政府に

よる月例経済報告では、「国内の景気は緩やかに回復している

が、中東情勢の影響を注視する必要がある」と報告されており、

本市においても製造業や農業、建築業など様々な業界への影響

や、ガソリン類や石油化学品の不足による日用品の値上げなど

が懸念されております。 

そのような中で、本市では、物価高騰の影響を受ける市民

の皆様の暮らしを守り抜くため、国の交付金等を活用しながら、

支援策を講じ続けてきました。引き続き、市内の状況を十分に

把握し、国・県の動向を注視しつつ、機動的に物価高対策を実

施してまいります。 

平成18年１月１日に３町が合併し誕生した本市は、本年１

月に20年を迎え、人で言うと「ハタチの日」を迎えたところで

す。これまでの志布志市の持続的な発展に御尽力いただいた先

人の皆様方はもとより、市議会議員の皆様、地域において御尽

力をいただいている市民の皆様に改めて深く感謝申し上げると
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ともに、これまでの成長を振り返り、３つの地域が融合し高め

あう、成熟したまちへと新たな一歩を踏み出すときを迎えてい

ます。 

本市が持続的に発展し続けるために、ＳＤＧｓの考え方に

あるとおり経済・社会・環境の調和が重要であり、本市におい

ても、「経済」面での豊かさを追い求めるだけではなく、人々

が交流する社会面や、人々を取り巻く環境面での「暮らし」の

豊かさを、共に追求してまいります。 

持続可能なまちづくりを進める一方で、令和８年３月に策

定した第３期まち・ひと・しごと創生人口ビジョンでは、令和

52年の総人口が11,000人台まで減少すると推計しており、人口

減少傾向が続くことを意識したまちづくりが必要となっていま

す。ビジョンでは、人口減少が続く中で、本市が今後目指すべ

き方向性についても整理しており、進学や就職を機に市外へ転

出する若年層を含め、市外から若者や女性の転入、いわゆる社

会増への対策が最重要であり、具体的には若者にとって魅力的

な職場や雇用を創出し、シビックプライドの醸成と合わせたＵ

ターン支援、まちの魅力づくりなどの取組が求められており、
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重点的に取り組んでまいります。 

また、人口減少が進む中であっても市民の皆様の生活利便

性を維持していくためには、中心市街地とそれぞれの地域の活

性化に努めながら、生活に必要なサービス機能と居住の集約を

誘導し、それをつなぐ交通網を整備するという「コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを目指してまいり

ます。 

中東情勢のように不確実性が高い新たな課題や、人口減少

の継続のようにこれまでに経験したことがない地域課題が増え

ていく今後は、実現したい未来を将来世代の立場に立って描き、

その実現のために今必要とされる取組やアイデアを数多く生み

出し、実行していくという考え方が重要であります。 

現在、令和９年度から10年間の第３次総合計画の策定を進

めているところでございます。まずは、市民の皆様の思いや経

済の現状を調査・分析し、本市の10年後の目指すべき将来都市

像をしっかり設定した上で、その実現に必要な政策や施策を検

討・実行していくために、まちづくりを自分ごと化できる地元

の人材と共に計画を策定し、まちづくりを自走化する仕組みを
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構築してまいります。 

地方創生の推進につきましては、令和７年12月に「強い経

済」「豊かな生活環境」「選ばれる地方」の３つを目標にした国

の総合戦略が策定されました。本市においても、令和９年度か

らの第３期総合戦略の策定を進めておりますが、まちづくりを

主体的に進める地元人材の育成、都市部の若者を巻き込む形で

の関係人口の創出、港を中心とした産業の実態調査などに取り

組むことで、自分たちのまちに誇りや愛着を持つ人を増やし、

市民の皆様の幸福度を高め、経済が成長するサイクルの構築を

進めてまいります。そのサイクルにより、市民自らがまちづく

りを主導する持続可能な志布志市を目指してまいります。 

更に、市民の皆様との協働はもとより、企業の皆様との積

極的な共創や、本市に想いを寄せる方々と連携を図るなど、多

様なつながりを生かし、地方創生を推進してまいります。 

以上のような市政運営を進めていくにあたっては、市民目

線で市民の立場に立ち、顧客満足度志向・オンリーワン・成果

主義・先手管理の４つの行政経営指針により、市民ニーズへ迅

速に対応しつつ行政運営の効率化に努めてまいります。 
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職員が市民の皆様へ対応する際は、挨拶・態度・笑顔・対

応・一生懸命・言葉・徳を職員一人一人が意識するよう、その

頭文字を「あ・た・え・た・い・こ・と」として周知させてお

ります。特に「言葉」を大切にしながら、引き続き接遇を徹底

してまいります。また、課題が発生した場合はできる限り現場

へ出向き、市民の皆様の声を真摯に受け止め、対応することが

できるよう現場主義の徹底を図ってまいります。 

職員一人一人が誇りと自覚を持ち、高い志を掲げて課題解

決に全力で取り組めるよう、私自身が先頭に立って、市職員の

可能性を最大限に引き出し、様々な課題に挑戦してまいります。 

３ 主要施策の概要 

以下、主要施策の概要につきまして、第２次総合振興計画

で定めたまちづくりの７つの基本目標に沿って、順次説明を申

し上げます。 

基本目標１は、「郷と郷」「人と人」「物と物」のつながり

があるまちです。 

交流と物流を支える基盤が充実するまちにつきましては、
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志布志港の国際バルク戦略港湾の早期供用開始や原木流出防止

等の安全対策の実施及び令和７年度に改訂された港湾計画の早

期事業化についての要望活動を行ってまいります。 

都城志布志道路の全線開通によりアクセス面が飛躍的に向

上したことや、産直港湾としての優位性を生かし、食の宝庫で

ある大隅地域や、都城圏域の食品や農林水産物等の輸出拡大を

図り、コンテナ貨物取扱量の増大に努めてまいります。 

また、私自身が船社や事業者へのトップポートセールスを

行うことにより、志布志港の認知度向上に努めてまいります。 

国内物流において、2024年問題や脱炭素推進の観点におい

て、フェリー及びＲＯＲＯ船の役割は一層高まっています。こ

のことから、荷主等を対象としたみなとセミナーを市内でも開

催し、志布志港のＰＲを積極的に行い、南九州の物流拠点とし

ての志布志港の更なる発展に取り組んでまいります。 

令和７年３月に策定された志布志港長期構想にある、「港に

人流・賑わいを形成する」ため、港を核に交流が生まれ、にぎ

わいと活気があふれるよう、「釣り文化振興モデル港」として

の取組等により港の利活用を図るとともに、クルーズ客船の寄
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港誘致についても積極的に取り組んでまいります。 

東九州自動車道路は令和６年度に全線が事業化され、建設

工事が進んでおります。鹿児島・宮崎の両県をまたぐ区間の早

期全線開通に向け要望してまいります。 

また、東九州自動車道と都城志布志道路を結ぶ「曽於志布

志道路」の整備につきましては、ダブルネットワーク化により

地域交通機能の利便性、効率性の向上が図られ、南九州の経済

発展と地域住民の生活の質の大きな向上につながることから、

早期実現について要望してまいります。 

交付金事業を活用し、（仮称）夏井インターチェンジへのア

クセス道路である外之牧２号線や、一丁田・宇都鼻線、横尾

下・横峯線等の整備を計画的に進めてまいります。 

また、県道の改良路線の早期完成に向け積極的な要望活動

を行ってまいります。 

公共交通の利便性を向上させるため、地域公共交通計画に

ついて地域の現状や課題を的確にとらえたアップデートに取り

組んでまいります。 

「チョイソコしぶし」につきましては、アンケート結果を
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基にした運行や停留所の見直し等、利用しやすい環境を整備し、

更なる利便性の向上を図ってまいります。 

ＪＲ日南線の利用促進に努めるほか、利用者の減少や運行

事業者の人手不足等の影響により、路線バスの大幅な見直しが

行われている現状を踏まえ、高校生のバス通学費用を支援する

とともに、広域的な取組を検討し、バス路線の維持・確保に努

めてまいります。 

適切かつ計画的な土地利用によるコンパクトなまちにつき

ましては、計画的な土地利用やにぎわいのある市街地・機能が

集約されたコンパクトなまちづくりを進めるために、今年度、

立地適正化計画を策定し、まちづくりの指針としてまいります。 

昨今多発する都市型水害に対し、都市部の水路を雨水公共

下水道と位置付け、限られた財源で早期解消・軽減を図るため

に、本年度からの２年間で雨水総合管理計画を策定してまいり

ます。 

空き家や空き地等の解消に向け、令和８年４月に締結した

民間事業者との連携協定により、処分したい方と取得したい方

とのマッチングを促進してまいります。 
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また、今年度から空き家解体後の土地の利用促進を目的に、

解体後の土地に住居等を新築する場合は、更なる支援の充実を

図ることとし、それにより地域コミュニティの継続に努めてま

いります。 

高度情報化へ対応したまちにつきましては、公共施設へ公

衆無線ＬＡＮの整備を年次的に進め、災害時の避難所開設での

利用など、ＩＣＴによる利便性の向上を図ってまいります。 

 

基本目標２は、自然や風土と共生する安心で豊かなまちで

す。 

憩いにあふれ住みたくなるまちにつきましては、住生活基

本計画に基づき、居住性向上を目的とした公営住宅等の良質な

ストック改善に取り組み、安全で安心して快適に生活できる住

環境整備に努めてまいります。 

移住交流支援センター「エスプラネード」を中心に、都市

圏での移住相談会への参加や移住に関する相談、支援をサポー

トし、移住支援制度や地域の魅力などの情報発信の充実を図っ

てまいります。 
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これまでの定住支援事業、若者・子育て世帯移住支援事業

及び新婚新生活支援事業につきましては、39歳以下としていた

年齢要件を全て44歳以下まで拡充し、更なる本市への定着を図

るとともに、奨学金返還支援事業についても年間を通して随時

申請を受付可能とすることにより、更なるＵＩターンの促進を

図ってまいります。 

空家対策推進に関する連携協定に伴い、地域活性化起業人

制度を活用した空き家の流通を促進するとともに、空き家バン

クに登録している物件に対して、リフォームや家財処分に係る

費用を助成し、空き家の情報提供を充実させることにより、移

住希望者の定着を促進し、空き家の有効活用を図ってまいりま

す。 

市内高等学校の魅力化を図るため、各種検定の受検を支援

することで学力向上を図り、地域に誇りを持ち、地域に根付く

人材の育成を推進するとともに、県立志布志高等学校の生徒数

確保のため、全国各地の留学生を募集し受け入れる「地域みら

い留学」に取り組んでまいります。 

また、本市ならではの保育と暮らし体験がパッケージ化さ
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れた「保育園留学」をきっかけとして、長期的な関係人口を創

出し、二地域居住の推進を図ってまいります。 

公園・緑地につきましては、誰もが利用しやすい市民の皆

様の憩いの場となるよう、公園の適正な維持管理に努めるとと

もに、大浜緑地に大型遊具等の導入と、市民が集う拠点施設を

新設し、にぎわいの場の創出を目指してまいります。 

本年度、舗装個別施設計画を現状の道路交通網に沿った計

画へと更新し、橋りょう長寿命化修繕計画と併せてライフサイ

クルコストの縮減を図るとともに、市道においては、メンテナ

ンス・フリー化を進め、計画的な維持管理に努めてまいります。 

安全で安定した水が確保されるまちにつきましては、水道

施設の耐震化及び老朽管の計画的な更新や管理作業により施設

の長寿命化に努め、良質で安全・安心な水を供給するとともに、

給水人口の減少を踏まえ、経費削減等により適正な事業運営に

努めてまいります。 

ものを大切にし、循環型社会を実現するまちにつきまして

は、連携協定を締結した民間事業者と共に、リユース促進イベ

ントを偶数月の第１土曜日に開催することにより、更なるごみ
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の減量化を図るとともに、引き続き５Ｒの推進に取り組んでま

いります。 

家庭ごみの分別に支障を来している世帯につきましては、

新たな支援による回収をモデル地区を設定し進めることにより、

安心してごみ出しができる環境を整備するとともに、浪費をな

くしごみを出さない「ごみゼロ」を目指したライフスタイルへ

の転換を促してまいります。 

浄化槽事業の普及啓発を図ることで、単独処理浄化槽やく

み取り便槽から合併処理浄化槽への転換を推進し、公共用水域

の環境保全に努めてまいります。 

また、農業集落排水事業につきましては、全処理区におい

て経済性の効率化、経営基盤強化のための取組を推進してまい

ります。 

自然環境にやさしいまちにつきましては、環境問題やエコ

活動を紹介する環境フェアを開催し、脱炭素社会の実現に向け

た取組を周知するとともに、市民・事業者・行政が一体となっ

た取組を進め、地球温暖化防止に向けて取り組んでまいります。 

本市の将来を担う子ども達が、豊かな自然や生物多様性に
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ついて学ぶ環境教育を行うとともに、生物多様性センターを中

心に情報の収集・発信や希少種の保全、特定外来動植物の防除

やその後の生態調査などを実施し、生態系の保全に努めてまい

ります。 

誰もが安心できる災害に強いまちにつきましては、消防団

員に対して各種訓練や研修への参加を促すことで、資質向上を

図るとともに、団員確保のためのＰＲ活動を実施してまいりま

す。 

防災行政無線やＪアラート受信機等、迅速かつ確実な情報

発信ができるよう、定期的な機器の点検を行うとともに、耐震

性貯水槽や消火栓等新たな消防水利施設を設置し、初期消火体

制の充実を図ってまいります。 

多くの市民や事業所の皆様の参画を促しながら、土砂災害

防災訓練や地震津波防災訓練等を実施してまいります。 

災害発生を想定し、新たに国のモデル事業を活用した避難

生活支援リーダー／サポーター研修事業を実施し、防災士資格

取得支援事業を継続するなど、地域のボランティア人材の育

成・確保に向け取り組むとともに、防災に関する講演会や出前



 

- 16 - 

講座などを引き続き開催し、市民の防災意識の高揚を図ってま

いります。 

早めの避難情報発令のため、迅速かつ正確な情報収集に努

めてまいります。避難所における良好な生活環境を確保するた

め、備蓄食、簡易ベッドや発電機等各種備蓄品の整備に努める

とともに、ペット同伴で避難できる避難所を開設してまいりま

す。 

また、災害発生後の市民生活の安定を図るため、引き続き

宅地災害復旧作業支援事業に取り組んでまいります。 

近年、激甚化する災害に迅速に対応するため、有事を意識

した各防災関係機関との連携体制を強化しつつ、早期復旧に向

けては柔軟な職員体制により対応してまいります。 

交通安全と防犯意識の高いまちにつきましては、交通安全

教室や出前講座など広報活動を実施し、交通安全意識の向上に

努めてまいります。 

また、運転に不安のある高齢者の交通事故未然防止のため、

引き続き運転免許証自主返納支援事業を実施するとともに、道

路反射鏡やガードレール等、その適正な維持管理に努めてまい
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ります。 

多様化する犯罪の未然防止広報活動、地域安全パトロール

や出前講座等を継続して実施し、被害を未然に防ぐ取組を行う

とともに、地域の実情を十分考慮し、防犯街灯のＬＥＤ化に伴

う更新、新設や維持管理等へ助成することで、引き続き夜間の

防犯及び安全確保を図ってまいります。 

多様化する消費者トラブルを解決するため、専門知識を有

する消費生活相談員が法令等に基づき消費者に寄り添ったアド

バイスや交渉の支援を行い、被害の回復を図るとともに、出前

講座等により被害の未然防止に努めてまいります。 

 

基本目標３は、大地の力と海の恵みを生かした魅力あふれ

るにぎわいのまちです。 

雇用が生まれ経済活動が活発なまちにつきましては、企業

の人材不足の解消や雇用促進を目指し、合同企業説明会の実施

や学生のインターンシップへの支援等を行ってまいります。 

企業訪問や企業立地フェア等で市内事業用地や国内外の航

路、各種支援制度等及び道路網の整備により物流アクセスが向
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上したことの積極的なＰＲを行い、既存事業者の設備投資と市

内工業団地等への新たな企業の誘致を進めるとともに、新たな

事業用地の検討を進めてまいります。 

１次産業が発展し続けるまちにつきましては、最新の栽培

技術を導入している農業公社での研修事業や、親元就農による

新たな担い手の確保を図るとともに、法人や個人農家、関係機

関等と連携して農業研修機関を確保することにより、地域の将

来を支える担い手の育成に努めてまいります。 

農業用資材の価格高騰による経費の増加により、農業経営

を取り巻く環境が厳しさを増していることから、離農等で活用

されなくなった農業用中古施設・農機具などを有効活用するた

め、農業サポートセンターで情報を提供してマッチングする

「農業用資産バンク」の取組を拡大させ、新規就農者や規模拡

大を図る農業経営者への支援に努めてまいります。 

省力化・生産性向上に必要な農業用機械や資材の導入を支

援し、農業所得を増やし、「稼げる農業」の実現を目指してま

いります。 

サツマイモ基腐病による被害につきましては、減少傾向に
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ありますが、その他の病害虫による被害も発生しており、原因

を「持ち込まない、増やさない、残さない」という基本方針を

徹底し、ほ場の排水を良くする土層改良の事業を継続してまい

ります。 

国の「みどりの食料システム戦略」の推進を図るため、本

市独自の農業振興計画に基づき、有機農業を推進するとともに、

国の補助事業等を活用し、環境負荷軽減等の取組を推進してま

いります。 

有害鳥獣対策につきましては、捕獲件数が増加し農作物被

害状況は減少傾向にありますが、住宅街での出没が多発してお

り、電気柵などの対策が取られていないほ場では、大規模な被

害が発生しています。集中捕獲実践活動や猟期中における捕獲

報奨金の支援、電気柵や地域での侵入防止柵の設置事業に継続

して取り組んでまいります。 

また、狩猟免許取得者の確保に努めるとともに、捕獲活動

に伴うルールや技術等の習得支援に取り組み、今後も「個体数

を減らす、侵入を防ぐ、寄せ付けない」取組を推進してまいり

ます。 
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茶業の振興につきましては、海外での抹茶を中心とした非

常に高いニーズに対応するため、てん茶生産の更なる拡大や抹

茶の生産体制の確立、輸出に対応するための有機栽培への転換

などの支援に引き続き取り組んでまいります。 

また、「しぶし茶」のブランド力の向上を図るため、全国及

び県茶品評会への出品支援と消費拡大に向けた支援にも取り組

んでまいります。 

畜産の振興につきましては、全畜種において近隣での家畜

伝染病の感染事例が確認され、市内への侵入のリスクが非常に

高くなっております。侵入防止に向けた啓発と消毒資材の配付、

防護ネット等設置への支援により、自衛防疫の意識向上と侵入

防止対策に取り組むとともに、鳥害被害対策への取組を行い、

家畜の損耗防止や伝染病等の侵入防止に努めてまいります。 

林業の振興につきましては、森林の荒廃や公益的機能の低

下を防止するため、手入れの行き届かない森林について所有者

から委託を受け、集積計画を設定するなど森林の適正な管理を

推進するとともに、森林施業費用の一部を助成し、適正な森林

管理の推進に努めてまいります。 
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林業の持続的かつ健全な発展と、需要構造の変化に対応し

た林産物の供給・利用の確保を強力に推進する観点から、大規

模木材加工流通施設の整備等による林産物の加工・流通につい

て、コストの低減など木材産業の構造改革を推進してまいりま

す。 

木材の生産から加工、販売まで一体的な認証林産物の適正

な管理と流れを形成することで生産履歴（トレーサビリティ）

を確立し、持続可能な木材の利用による森林環境の保全と循環

型社会を推進するため、大隅地域において森林認証の取組を推

進してまいります。 

水産業の振興につきましては、本市の海産物の魅力を発信

するとともに、水産資源の確保といたしまして、定着の良いマ

ダイの放流事業について重点的に実施してまいります。 

また、燃油の価格高騰により経営がひっ迫している漁業者

等を引き続き支援し、その経営安定を図ってまいります。 

夏井漁港につきましては、防波堤の長寿命化に取り組むと

ともに、施設の保全を図ってまいります。 

畑地かんがいの推進につきましては、畑地かんがい施設を
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適切に維持管理しつつ、長寿命化を図るとともに、更なる水利

用の普及拡大及び畑作物の収益性の向上を図ってまいります。 

ほ場整備の推進につきましては、志布志地区、上門地区、

蓬原中野地区、安楽地区の早期完成に向けて取り組んでまいり

ます。 

商工業が発展し続けるまちにつきましては、新たに開業を

目指す事業者を支援するとともに、売上向上を目指し新たな取

組を行う事業者を支援し、引き続き経営力の強化を図ってまい

ります。 

また、中心市街地のにぎわいの創出や、商店街活性化を図

ることを目的として、イベントや景観統一等を行う事業者を支

援するとともに、地域において必要な品物やサービスの不足を

補い地域住民が安心して暮らせるよう、必要なサービスを新た

に提供する事業者を住みよか地域づくり支援事業により支援し

てまいります。 

原油・物価高騰の影響を受け、低迷している市内消費の喚

起を促すため、国・県の補助金を活用し、プレミアム率30％を

付与した商品券発行事業を実施してまいります。 



 

- 23 - 

また、更に10％の割増金を上乗せしたデジタル商品券を併

せて発行し、事業者及び市民の皆様の利便性をより高めるとと

もに、地域経済の活性化に取り組んでまいります。 

商工事業者の新型コロナウイルス感染症に関連する融資の

返済が本格化する中で、返済負担の軽減を図るため継続して支

援するとともに、合理的配慮に必要な店舗改修に対し支援して

まいります。 

地域資源を生かした観光のまちにつきましては、観光入込

客数の増加を目的に、本市の観光拠点であるダグリ岬一帯を中

心に、観光スポットの人流分析調査を行い、ニーズや動向を的

確に把握し、持続可能な観光振興と地域経済の活性化を図るた

め、新たな指針として第３次観光振興計画を策定してまいりま

す。 

地域経済への波及効果が見込まれる国内外からのスポーツ

合宿を誘致するため、東京駐在所を活用し、全国のスポーツ団

体や大会主催団体への支援及び誘致活動に積極的に取り組んで

まいります。 

また、さんふらわあの志布志港寄港50周年を記念し、50周
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年にちなんだ運賃の50％割引キャンペーンや船内外イベントの

開催により、利用推進及び認知度向上に努めてまいります。 

食を中心とした特産品の販売が促進されるまちにつきまし

ては、市内関係機関や企業、市民などの民間活力を最大限に生

かし、総合宣伝の推進、商品創出・宣伝の推進、受入体制の整

備を並行して推進することにより相乗効果を図るとともに、市

内事業者の食品衛生管理の強化の取組を支援し、食品の安全・

安心における「危害要因」を最小化・排除することで、本市特

産品の更なるイメージアップやブランド力向上、販路拡大に努

めてまいります。 

東京駐在所を「地の利を生かした攻めの営業拠点」として

位置付け、新たに市職員を配置し、情報の収集・発信、人的ネ

ットワークの形成を図るとともに、これまでの情報収集力や営

業力を生かした販路の開拓・拡大等を民間人材を活用して強化

し、志布志ファンづくりを推進し、特産品の販路拡大につなげ

てまいります。 

ふるさと納税につきましては、昨年度も全国から多くの応

援をいただき、特産品は返礼品としても大変好評であることか
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ら、その優位性を生かし、ふるさと納税と連動させた効率的な

顧客管理により、本市の魅力的な資源である人・モノ・自然・

企業力などの情報発信や特産品の販売促進を行うことで、更に

志布志ファンを増やし、外部から人材・物財・資金・情報を呼

び込み経済活性化を図るシティセールスを推進してまいります。 

 

基本目標４は、生き生きと笑顔で暮らせるまちです。 

生涯を通じた健康づくりの推進と安心して暮らせる緊急医

療体制が確保されるまちにつきましては、国民健康保険の一人

当たりの医療費が増加していることから、各種保健事業の推進

及び医療費適正化に取り組み、健全な財政運営確保を図るとと

もに、国において実施される未就学児の軽減措置と合わせて、

未就学児の均等割軽減相当分を給付金として交付し、子育て世

代の負担軽減に努めてまいります。 

各ライフステージに合った健康づくりの推進や活動分野ご

とに横断的な健康づくりの取組ができるよう、健康増進計画

（第３次健康しぶし21）に基づいた施策を推進するとともに、

市民一人一人の健康意識の向上や生涯を通じた継続的な健康づ
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くり、健康寿命の延伸、自殺者の減少を目指し、効果的な施策

を企画・実施し、健康課題に対応してまいります。 

各医療圏と連携し、休日及び夜間等含めて、広域で救急患

者等の医療が確保できるよう事業の推進を図ってまいります。 

また、本年４月に小児科開設支援事業を活用して小児科専

門医院が開設されており、今後は経営安定化支援補助金を交付

し、安定した小児科運営のための支援を行ってまいります。 

高齢者が住み慣れた地で生き生きと暮らせるまちにつきま

しては、引き続き介護予防、健康づくり、認知症対策等の充

実・推進に取り組むとともに、次期「高齢者保健福祉計画及び

第10期介護保険事業計画」について、これまでの取組の効果検

証や、地域の実情・特性などが生かされたものとなるよう、本

年度、策定してまいります。 

市の健康課題を把握し、通いの場「ころばん体操」での健

康教育やフレイル対策など、集団を対象としたポピュレーショ

ンアプローチ、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防など、特

定個人を抽出し集中的に対策を講じるハイリスクアプローチに

一体的に取り組んでまいります。 
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認知症サポーターの養成や「オレンジほっとカフェ（認知

症カフェ）」の活動支援を行い、認知症に関する正しい知識と

理解を深めるとともに、認知症の方や家族等のニーズと認知症

サポーターを中心とした支援者をつなぐ仕組みを構築し、「チ

ームオレンジ」の活動の充実を図ってまいります。 

安心して子どもを産み育てることができるまちにつきまし

ては、母子保健及び児童福祉の両機能を一体的に担う相談支援

機関として、こども子育て課内に設置した「こども家庭センタ

ー」により、全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもに対し、切

れ目のない相談支援等の充実に取り組んでまいります。 

県内での医療機関受診分について、全ての医療費助成制度

において、０歳から18歳に達する日以降最初の３月31日までの

子どもに対して、窓口負担のない現物給付方式を実施し、家庭

状況に左右されずに子どもが受診できる環境の整備に取り組む

とともに、幼児教育・保育にかかる国の無償化制度に加えて、

市独自の子育て支援事業として、０歳から２歳児の保育料につ

いて、引き続き保育料の完全無償化を行ってまいります。 

また、本年度から新たな子育て支援策として、子育て世帯
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の経済的な負担軽減を目的に、小・中学校に入学する年の入学

の日において、児童生徒と保護者の住所が本市にある保護者に

対して「入学支援金」の支給に取り組んでまいります。 

新たな公共施設として整備を進めている多世代交流施設に

つきましては、愛称を広く公募・選定した結果、このたび施設

の愛称を「こころば」と決定いたしました。子どもの屋内遊び

場やフィットネスジムを整備しており、皆様に愛される施設と

して、本年７月の開業を目指し、運営に必要な設備・備品等を

整備しながら、施設の周知に努めてまいります。 

市独自に実施している歯科検診や相談事業等の各種健診を

行うとともに、予防接種事業や産後ケア事業についても引き続

き取り組み、妊娠期から出産期、子育て期に至るまでの切れ目

のない支援の充実に努めてまいります。 

地域が支え合い、安心して暮らせるまちにつきましては、

「障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画」の次

期計画を本年度策定し、障がい福祉施策の総合的な推進を図っ

てまいります。 

また、新たに福祉車両の購入助成事業を開始し、車椅子を
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利用されている方の移動の利便性の向上と社会参加を促進して

まいります。 

対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援、地域

づくりに向けた支援を、介護、障がい、子育て、生活困窮と、

分野ごとの制度に基づき行われていた事業などと一体的に実施

することにより、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに

対応する包括的な支援体制の整備に取り組んでまいります。 

健康ふれあいプラザの長寿命化を図るため、本年度は機

械・電気設備工事等を行い、健康づくりとふれあいの場の拠点

となる施設として維持管理に努めてまいります。 

また、成年後見支援センターを中核として、権利擁護に関

する相談を広く受け付け、判断能力が十分でない要支援者の制

度利用を支援し、その意思決定を丁寧に支えてまいります。 

生活困窮者に対し、抱えている課題を評価分析する自立相

談支援事業を「しぶし生活自立支援センターひまわり」におい

て実施し、併せて住居確保のための給付金の支給を行うことに

より、生活困窮状態からの早期自立を支援してまいります。 
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基本目標５は、心豊かで志あふれる人づくりと伝統・文化

のまちです。 

たくましく生きる力を育むまちにつきましては、小・中・

義務教育学校に対して、アナログ教材とのバランスを考慮しな

がら、オンライン学習教材「スタディサプリ」や学習ｅポータ

ル「まなびポケット」を導入し、一人一人の子どもに応じたよ

り効果的な授業展開を図り、学ぶ意欲や学習理解度の向上に取

り組んでまいります。 

いじめ・不登校・自殺の未然防止やヤングケアラーへの対

応につきましては、学校が全ての子どもたちにとって心の居場

所、絆づくりの場となるように各関係機関との連携や、スクー

ルカウンセラーや学校教育専門官等による支援体制、いじめの

撲滅等の取組の充実を図ってまいります。 

また、子どもたちのニーズに応じた学びの保障に向けて、

学校スペシャルルームやオンラインでの配信授業、学びの多様

化教室松風、本年４月に開校した学びの多様化学校「悠志学園」

等において、児童生徒の学習保障と体験活動の充実を図ってま

いります。 
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特別支援教育につきましては、インクルーシブな学校運営

の充実に努めるとともに、令和10年４月に伊﨑田地区に整備さ

れる新たな県立特別支援学校について、県と連携し準備を進め

てまいります。 

幼稚園や保育所、幼保連携型認定こども園と小学校教育の

円滑な接続が行われるよう、担当者間での意見交換や合同研修

の機会などを設けるとともに、園児と児童の交流の機会を設け、

連携を図ってまいります。 

また、中学校区における研修や情報共有を積極的に行うこ

とで、小・中学校それぞれの良さを生かした活動を推進し、義

務教育９年間の教育活動を一体的に捉えた取組を充実させてま

いります。 

安全安心な給食の提供に取り組む中で、残食を減らし、児

童生徒にも地球にも優しい未来を目指す取組である「ＴＡＭＯ

ＲＲＯＷ（たもろう）プロジェクト」を通じて、特産品のお茶

やうなぎ、地域の有機野菜など地元食材の積極的な活用を図り、

本市の特産品や郷土料理に対する理解と関心を高めるとともに、

児童生徒が主体的に食に関わるためのわくわくする給食づくり
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に取り組んでまいります。 

保護者の経済的な負担軽減を図るため、引き続き学校給食

費を無償化することにより、安心して子育てができるよう支援

を行ってまいります。 

今後６年間の急激な児童数の減少を見据え、これからの学

校の在り方について、保護者や地域の皆様と一緒に考える場を

設けるなどし、多様な視点から議論される環境を作り出し、将

来の担い手となる子どもたちにとっての「より良い学びの場」

を一緒に考えてまいります。 

松山地域への令和11年４月の義務教育学校の開校に向け、

保護者や地域の皆様と共に協議を進め、「教育のまち松山」の

実現を目指し、活力ある学校づくりに向けて取り組んでまいり

ます。 

多様な志を育むまちにつきましては、学びが市民個人の成

長にとどまらず、地域社会の活性化につながるよう、様々な生

涯学習メニューを設定し、多様な学びの環境作りを行ってまい

ります。 

市民の皆様に常に新しい図書資料を提供するとともに、い
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つでも、どこでも利用できる電子図書館サービスの利便性向上

と多様な読書機会の確保に努めながら、読書への関心を高める

活動と積極的な情報発信を行い、機能の充実とサービスの質の

向上、利用促進を図ってまいります。 

また、乳幼児への読み聞かせや、絵本をプレゼントする

「ブックスタート事業」、学校連携による小学入学時の「セカ

ンドブック事業」、小学卒業時の「サードブック事業」を実施

するとともに、家庭・地域・学校において本好きな子どもを育

む環境を提供し、読書活動の推進に努めてまいります。 

家庭教育が教育の原点であるという視点を念頭に、家庭教

育の力を高めるための学びの場の提供、志アップ子育て手帳に

よる啓発活動を推進してまいります。 

また、青少年研修の在り方を時代の変化に合わせて更なる

充実を図りながら、志あふれる人間性や多様性を尊重する心を

養い、社会性及び国際性豊かな人材の育成に取り組んでまいり

ます。 

出前講座等を通じて市民の皆様が親しみやすいスポーツの

普及を図り、障がいの有無にかかわらず、誰もが楽しむことが
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できる環境づくりに取り組んでまいります。 

また、市民の皆様が安全に利用できるようスポーツ施設の

維持管理に努め、有明野球場の大規模改修や志布志体育館への

空調設置等により競技環境を整備し、利便性向上を図ってまい

ります。 

文化を守り・育み・つなげるまちにつきましては、自主文

化事業において、多様なジャンルのプログラムを提供し、幅広

い年齢層に芸術を楽しんでいただけるよう努めるとともに、青

少年芸術鑑賞事業においては、子どもたちが芸術を通じて心豊

かに成長できる環境づくりに努めてまいります。 

地域に伝承されている民俗芸能や伝統行事等の担い手を育

成し、次世代へ継承していくため、継続的な支援を行ってまい

ります。 

郷土の歴史・文化遺産に関連する様々な企画展を、埋蔵文

化財センターや国指定名勝福山氏庭園で開催するとともに、体

験メニュー、志布志城ＣＧ動画等のデジタルコンテンツも活用

しながら、本市の歴史・文化遺産の魅力を市内外へ発信してま

いります。 
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福山氏庭園につきましては、老朽化が進む附属建物の保存

修理を継続的に施工するほか、平山氏庭園につきましては公有

化を行い、本来の姿である寺院庭園としての整備を目指すとと

もに、福山氏庭園を起点として、国指定名勝の「志布志麓庭

園」、日本遺産の「志布志麓」、続日本100名城の「志布志城」

などの歴史的資源をつなぎ、周遊性のある活用を図ってまいり

ます。 

また、民間事業者による活用が開始された山中氏邸や木下

氏邸を先行事例として、市が所有する歴史的建造物に民間活力

を導入し、歴史的資源の価値を生かして、まちなかのにぎわい

創出を図る柔軟な活用を行うことで、地域と一体となって観光

まちづくりを推進してまいります。 

 

基本目標６は、人と地域が輝く共生・協働・自立のまちで

す。 

市民みんなで考え、取り組むまちにつきましては、市の地

域づくりにおける最良のパートナーである地域コミュニティ協

議会が主体的かつ活発に活動できるよう、引き続き人材や財政、
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施設、地域の取組や企画・運営への支援に努めてまいります。 

また、ＳＮＳを活用した地域情報の発信や、地域内での情

報共有の支援を通じて、地域の魅力や活動内容を広く伝える仕

組みづくりに努めるとともに、地域支援員による情報発信力の

強化により、地域と若者をつなぐきっかけづくりを推進してま

いります。 

新たに郵便局長を集落支援員として委嘱することで、コミ

ュニティ単位ではなく、広域での見守り活動等も行ってまいり

ます。 

本年度策定する第３次総合計画及び第３期まち・ひと・し

ごと創生総合戦略について、計画策定の段階から市民の皆様の

参画を得ながら、計画・人材育成・事業をつなげる取組を展開

してまいります。 

市内団体や民間事業者等がＳＤＧｓに掲げる17の目標のい

ずれかの達成につながる取組を支援することで、本市の実情に

応じた持続可能な社会づくりを推進してまいります。 

全ての人が尊重され、市民が輝くまちにつきましては、性

別や性の在り方だけでなく、人種や国籍、障がいの有無、価値
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観など様々な背景を理解し、認め合うことが必要であり、全て

の人が互いの人権を尊重し、自分らしい生き方や能力を最大限

に発揮できるよう取り組んでまいります。 

少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中、人手不足を

解消するために、女性がその能力を十分に発揮できる環境を整

備することは必要不可欠となっていることから、誰もが活躍で

きるまちづくりを進めていくために必要となる様々な取組を推

進するとともに、国の伴走支援を受け、地方から都市部へと流

出する若者の人口減少の問題にも取り組み、地域全体がより魅

力的で暮らしやすい場所になるよう事業を展開してまいります。 

女性が抱える様々な問題や背景、心身の状況等に応じた適

切な支援を提供し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会の実

現を目指してまいります。 

コミュニケーションに不安を感じている外国人等が安心し

て行政サービスを享受できるよう、多言語通訳システムや多言

語翻訳ディスプレイを導入しており、引き続き在留手続、仕事、

医療、福祉、出産・子育て・子どもの教育等の生活に関する大

切な情報や相談を様々な言語で伝えられる環境の構築に努めて
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まいります。 

また、住みやすい環境を整備し、地域社会の構成員として

ともに生きていく社会を目指し、特定技能外国人が所属してい

る事業所に対しアンケートを実施し、施策へとつなげてまいり

ます。 

 

基本目標７は、市民とともに歩む「ムダ」のない経営です。 

効率的で質の高い行政経営が推進されるまちにつきまして

は、市民ニーズに対して迅速に対応にできる職員を育成するた

め、引き続き４つの行政経営指針を徹底させるほか、ＤＸの推

進に向けた人材育成のため、地域活性化起業人制度等の外部人

材のＤＸ知見活用や、情報処理系の資格取得支援を実施してま

いります。 

誰でもデジタルの恩恵が享受できることを目指し、デジタ

ルデバイドの解消に向けたスマホ相談所を更に充実させてまい

ります。 

行政サービスの利便性の向上に向け、収納窓口でのセルフ

レジの利用を促進させるほか、「書かない」窓口の手続きを拡



 

- 39 - 

充してまいります。 

「行かない」窓口を実現するため、マイナンバーカードの

普及や、マイナンバーカードを活用したコンビニや各庁舎キヲ

スク端末での証明書発行、住民異動届や健康保険証利用など利

便性の周知を図るほか、電子申請や電子納税が行えるｅＬＴＡ

Ｘ（地方税ポータルシステム）の活用を促進してまいります。 

市公式ＬＩＮＥについては、公的個人認証やオンライン決

済可能な環境を構築するとともに、プッシュ式による情報提供

としての機能の充実を図ってまいります。広報紙、ホームペー

ジ等の充実を図るとともに、時代の変化に合わせ、誰もが行政

情報を得やすい環境構築について検討を進めてまいります。 

社会情勢が急速に変化する近年において、限られた職員数

で、市民サービスを向上させながら多種多様な課題に対応して

いくために、課長の裁量によるグループ制の活用や、組織内の

幅 広 い 連 携 に 努 め る ほ か 、 Ｒ Ｐ Ａ （ Robotic Process 

Automation）による定型業務の自動化や文書処理事務の電子化

などの業務効率化を推進することで、市民サービスの向上を図

ってまいります。 
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職員の働き方改革のため、自宅や別庁舎でも業務が行える

テレワークを推進するほか、柔軟な勤務の形として時差出勤の

充実を図ってまいります。 

行政では対応が困難な課題に対して、民間の知識やノウハ

ウなどの経営資源を活用するため、民間事業者等提案制度を通

じて企業等との連携体制を積極的に構築してまいります。 

健全な財政運営が推進されるまちにつきましては、歳入の

確保と公平な税負担を図るため、システムを活用した各税や各

料金の調査、賦課、滞納整理事務等の効率化を進めるほか、本

年度は県の特別滞納整理班による納税指導や滞納整理を実施し

てまいります。 

企業版ふるさと納税制度を通じて多くの企業とのパートナ

ーシップを構築し、官民で連携して本市の課題の解決にあたる

共創に積極的に取り組むとともに、財源確保に努めてまいりま

す。 

本年度、第２期公共施設等総合管理計画を策定し、公共施

設の全体の状況把握、長期的な視点に立った施設の更新・統廃

合・長寿命化等といった計画的な管理を推進するほか、公有財
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産の適正管理に多くの知見を持つアドバイザーから総合的なア

ドバイス等を受け、有効活用の検討や未利用財産等の整理を推

進してまいります。 

民間の活力やノウハウを生かし、公共サービスの質の向上

と経費抑制を図るため、指定管理者制度を適正に運用し、多様

化する利用者のニーズや激しい社会情勢の変化に迅速に対応し

てまいります。 

４ 令和８年度の予算編成 

以上の主要施策等の取組を実現するために、令和８年度の

予算を編成してまいりました。 

本年２月に任期満了による市長選挙が実施されたことによ

り、一般会計の当初予算については義務的経費、継続事業等を

主体としたいわゆる骨格予算としておりました。今定例会にお

きまして、政策的経費や新規事業等を追加する補正予算、いわ

ゆる肉付け予算として提案しております。 

肉付け予算を含む令和８年度予算においては、第２次総合

振興計画及び後期基本計画の最終年度となることから、後期基
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本計画で定めた目標人口28,500人の確保に資する移住施策など

人口増につながる事業を継続しつつ、社会減への対策として、

市民一人一人の幸福度を高める環境整備のための取組等をより

深化させる施策を構築したところ、一般会計予算の総額は、

314億円となり、令和７年度当初予算と比較し16億円、5.6パー

セントの増、過去最大の予算規模となったところです。 

今後の財政運営については、歳入面では市町村合併に対す

る財政措置である合併特例債の活用が令和７年度に終了したこ

とに加え、国・県補助負担金の増加が期待できない状況です。

一方歳出面では、人件費や扶助費など義務的な経費の増に加え、

物価高騰に伴う行政コスト全体の増加に対応する必要があるな

ど、更に厳しい財政運営が続くことが予想されます。 

なお、高度経済成長期に集中して建築された公共施設等の

老朽化により、大規模改修、修繕等に多額の費用が見込まれま

すが、公共施設マネジメントの推進体制を構築・強化すること

で対応してまいります。 

引き続き「入るを量りて出ずるを制す（歳入の範囲内での

予算編成）」を基本方針として、職員一人一人が徹底したコス
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ト意識の下、事務事業優先度評価により事業の整理・統合・縮

減を徹底し、所期の目的を達成した事業の廃止や既存事業の見

直しに取り組みながら、情報収集能力や補助制度活用の企画力

を高め、国・県等の補助制度等の活用による財源確保に最大限

の努力を払いつつ、持続可能な財政基盤を構築するため、歳

入・歳出両面にわたる行財政改革に取り組んでまいります。 

５ おわりに 

以上、市政運営の基本的な考え方、第２次総合振興計画の

まちづくりの基本目標に基づく主要施策、令和８年度予算の概

要を申し述べました。 

これらの施策を確実に推進することによって市民の皆様の

幸福度を高め、本市の魅力を増し、「行ってみたいまち・住ん

でみたいまち・住んでよかったまち」を目指し、全庁一丸とな

って取り組み、持続可能な市政運営を構築してまいります。 

今後も引き続き、市民の皆様と共にまちづくりに取り組み、

人口減少や物価高騰が続くこの難局を乗り越え、将来都市像

「未来へ躍動する創造都市 志布志」を実現するためにも、市
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議会議員各位、そして、市民の皆様の御理解と御協力を心から

お願い申し上げます。 


